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全日本おかあさんコーラス大会開催規定
平成２７年２月１５日改正 平成２８年度大会から実施（全国大会推薦数の変更）

【目的】

本規定は、全日本おかあさんコーラス大会の開催に関する基本的事項を定め、大会の趣旨を明確にするとともに、大会の円

滑な運営を図ることを目的とする。

第１章 全国大会開催規定

（名称）

第１条 名称は「第○回全日本おかあさんコーラス全国大会」とする。

（主催）

第２条 主催は、「一般社団法人全日本合唱連盟・朝日新聞社」とする。

（後援）

第３条 「文化庁・開催地自治体及び教育委員会」を後援とすることができる。

（協賛）

第４条 協賛は、「キユーピー株式会社」とする。

（開催時期）

第５条 開催時期は、毎年８月とする。

２ 開催日・開催時間は実行委員会が定め、全日本合唱連盟の承認を得るものとする。

（会場）

第６条 会場は、実行委員会が定め、全日本合唱連盟の承認を得る。

２ 会場は、原則として、収容人員 2,000人前後の音楽会に適する会場とする。

（交流パーティ）

第７条 交流パーティを１日目の夜開催する。

（推薦母体）

第８条 出演団体の推薦母体となる支部は次のとおりとする。

全日本合唱連盟北海道支部 全日本合唱連盟東北支部 全日本合唱連盟関東支部

全日本合唱連盟東京支部 全日本合唱連盟中部支部 全日本合唱連盟関西支部

全日本合唱連盟中国支部 全日本合唱連盟四国支部 全日本合唱連盟九州支部

（出演団体）

第９条 出演団体は、次のとおりとする。

（１）出演団体は、次の各要件を備え、かつ所在地の全日本合唱連盟支部長の推薦を受けた団体。

ア 所在地の支部大会に参加した団体であること。

イ 支部大会申し込み時に、所在地の都道府県地区合唱連盟(以下、正会員連盟という)の加盟団体であること。

ウ 団員は、主として家庭婦人で編成された総数８名以上(指揮者及び伴奏者を除く)の女声合唱団であること。

（２）各支部からの全国大会参加団体の推薦数は､支部大会参加団体数に応じて以下のとおりとする｡

３０団体まで ……… 推薦数 ３団体

３１団体から４５団体まで ……… 推薦数 ４団体

４６団体から６０団体まで ……… 推薦数 ５団体

６１団体から７５団体まで ……… 推薦数 ６団体

７６団体から９０団体まで ……… 推薦数 ７団体

９１団体から１２０団体まで……… 推薦数 ８団体

１２１団体から１５０団体まで……… 推薦数 ９団体

１５１団体から１８０団体まで……… 推薦数１０団体

１８１団体から２１０団体まで……… 推薦数１１団体

２１１団体から２４０団体まで……… 推薦数１２団体

２４１団体から２７０団体まで……… 推薦数１３団体

２７１団体以上 ……… 推薦数１４団体

（３）前号のほかに特別枠として、当該年度の全国大会を開催する正会員連盟から１団体を推薦することができる。

（賞）

第１０条 本大会の賞は、次のとおりとする。

（１）ひまわり賞

音楽性、芸術性、独自性、演出などを総合的に判断し、優秀団体として出演団体の約３分の１の団体に贈る。
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（２）おかあさんコーラス賞

前号以外の優れている団体に贈る。

（賞の選考）

第１１条 賞の選考は、選考委員が行う。

（選考委員）

第１２条 選考委員は５名とし、全日本合唱連盟が選定する。

２ ５名の選考委員のうち１名は全日本合唱連盟理事から選出するものとする。

（演奏曲目）

第１３条

演奏曲目は自由とする。

（演奏時間）

第１４条 演奏時間は曲間を含めて８分以内とする。

（選考基準）

第１５条 選考基準は、すべての出演団体について、音楽性、芸術性、独自性、演出などを総合的に判断し選考する。

（伴奏）

第１６条 伴奏は自由とする。

（入場料）

第１７条 入場料は有料とする。

（参加料）

第１８条 参加料は無料とする。

（実行委員会）

第１９条 実行委員会は、次のとおりとする。

（１）大会開催担当支部は、実行委員会を組織する。

（２）実行委員会には、委員長１名、副委員長若干名、委員若干名を置く。

（３）実行委員会は、以下の業務を行う。

ア 基本計画に基づく大会開催要項の作成、その他大会運営に関する細目の決定。

イ 大会の準備。

ウ 大会の運営。

（４）実行委員会は、大会の準備、運営にあたって重要と判断する事項及び本規約あるいは全日本合唱連盟決定事項の

解釈に疑義のある場合は、全日本合唱連盟と協議しなければならない。

（５）外部との関係が生ずる案件については、全日本合唱連盟がこれを行う。

（会計）

第２０条 会計処理については、次のとおりとする。

（１）大会の経費は、補助金収入・入場料収入・その他の収入によって支弁する。

（２）大会の会計事務は、全日本合唱連盟の指示のもとで実行委員会が行う。

（３）大会の予算書及び決算書は、実行委員会が作成し、全日本合唱連盟に報告し承認を得なければならない。予算書

は、大会開催年の１月末までに、決算書は大会終了後２ヶ月以内に提出するものとする。

第２章 支部大会開催規定

（名称）

第１条 名称は「第○回全日本おかあさんコーラス○○支部大会」とする。

２ １支部で複数の会場にわたる場合は、

「第○回全日本おかあさんコーラス○○支部○○大会」とする。

↑ （例 関西支部奈良大会）

県名

（主催）

第２条 主催は「全日本合唱連盟○○支部・朝日新聞社」とする。

２ １支部で数会場にわたる場合は、各正会員連盟を主催に加えることができる。

（後援）

第３条 「開催地自治体及び教育委員会・おかあさんコーラス関係文化団体等」を後援にすることができる。

（協賛）
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第４条 協賛は、「キユーピー株式会社」とする。

（主催・後援・協賛に関する注意）

第５条 上記主催・後援・協賛のかたちが望ましいが、開催自治体及び教育委員会が主催に入ることは差し支えない。

２ 上記以外の主催・後援・協賛が入る場合は、必ず全日本合唱連盟の許可を得なければならない。

（開催期間）

第６条 支部大会は、毎年５月中旬から全国大会１ヶ月前までの期間中に開催するものとする。

２ 同じ日に合唱祭等を併催しなければならない場合は、時間的な区分を明確にする。

（例えば、１０時～１４時おかあさんコーラス大会、１５時～１９時合唱祭のように区別して行う。）

（開催の要件）

第７条 1 支部で複数の会場にわたり開催する場合は、1 会場で１０団体以上の参加があることを要件とする。

（参加資格）

第８条 参加資格は次のとおりとする。

（１）団員は、主として家庭婦人で編成された女声合唱団であること。

（２）一般社団法人全日本合唱連盟に所属する正会員連盟に加盟していること。

（３）当該支部内での大会であれば、１回に限りどこにでも参加できる。

（演奏曲目）

第９条 演奏曲目は自由とする。

（演奏時間）

第１０条 演奏時間は主催者において決める。ただし、全国大会に出場の場合は全国大会規定に従うこと。（全国大会は、曲

間を含めて８分以内。）

（伴奏）

第１１条 伴奏は自由とする。ただし、主催者側では、ピアノ１台を準備すること。

（参加料等の決定）

第１２条 参加料・入場料・参加申し込み方法は、主催者において決める。

（出演経費）

第１３条 出演に要する旅費・宿泊費などは、出演団体の負担とする。

（選考委員及び講評者）

第１４条 選考委員及び講評者は、次のとおりとする。

（１）選考委員及び講評者は、支部内で決定する。

（２）選考委員の中には、講評者を含めること。

（全国大会への推薦基準）

第１５条 全国大会への推薦基準は、次のとおりとする。

出場団体の中から音楽性、芸術性、独自性、演出などを総合的に判断し推薦団体を決定する。

（全国大会参加団体の推薦）

第１６条 全国大会参加団体の推薦については、次のとおりとする。

（１）全国大会に推薦する団体は、支部大会の参加申し込み時に所在地の正会員連盟の加盟団体であること。

（２）推薦方法は支部においてその方法を決定し、参加団体に公表しなければならない。

（３）全国大会参加団体の推薦数は、支部大会参加団体数に応じて以下のとおりとする。

３０団体まで ……… 推薦数 ３団体

３１団体から４５団体まで ……… 推薦数 ４団体

４６団体から６０団体まで ……… 推薦数 ５団体

６１団体から７５団体まで ……… 推薦数 ６団体

７６団体から９０団体まで ……… 推薦数 ７団体

９１団体から１２０団体まで……… 推薦数 ８団体

１２１団体から１５０団体まで……… 推薦数 ９団体

１５１団体から１８０団体まで……… 推薦数１０団体

１８１団体から２１０団体まで……… 推薦数１１団体

２１１団体から２４０団体まで……… 推薦数１２団体

２４１団体から２７０団体まで……… 推薦数１３団体

２７１団体以上 ……… 推薦数１４団体

（４）前号のほかに特別枠として、当該年度の全国大会を開催する正会員連盟から１団体を推薦することができる。
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（補助金）

第１７条 支部大会開催経費の一部として、全日本合唱連盟より各支部に対して補助する。

２ 補助の金額については、全日本理事会で決定する。

（プログラム）

第１８条 プログラムは必ず作成すること。

２ プログラムの表紙及び表２（全日本合唱連盟理事長・朝日新聞社あいさつ）、表４（キユーピー株式会社広告）につ

いては、全日本合唱連盟の指定に従うこと。

３ プログラムに広告を掲載する場合は、全日本合唱連盟事務局に事前に連絡すること（特に食品メーカー・放送局等に

ついては全日本合唱連盟の許可を必要とする。）

（お土産）

第１９条 協賛のキユーピー株式会社より、出演者等へのお土産配布がある場合は便宜を図ること。

２ 会場の規定で配布できない場合は、事前に全日本合唱連盟事務局に連絡すること。

（看板の作成）

第２０条 舞台は吊り看板、会場入口は立看板として必ず作成し、正式名称・主催・後援・協賛を全部入れること。

２ 会場の規定により指定どおり実施できない場合は、全日本合唱連盟に届け出て了承を得ること。

（支部大会についての報告）

第２１条 各支部長は、当年の「支部大会実施計画書」を１月末日までに全日本合唱連盟に提出すること。

２ 各支部長は、支部大会終了後１週間以内に、「全国大会参加団体推薦書」を全日本合唱連盟と全国大会実行委員会に

提出すること。その際、支部大会プログラムを３部提出すること。

（規定の改廃）

第２２条 この規定の改廃は、理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。

附則

１ この規定は、昭和５８年１１月１９日より施行する。

一部変更 平成 元年１１月２３日改正 （全国大会推薦枠を変更）

一部変更 平成 ４年１１月２０日改正

一部変更 平成 ６年 ５月２１日改正

一部変更 平成１０年 ２月２２日改正 （開催地正会員連盟から１団体推薦）

一部変更 平成１０年 ５月１６日改正 （条文の整理）

一部変更 平成１１年 ５月１５日改正 （全国大会グランプリ廃止）

一部変更 平成１４年 ５月１８日改正 （全国大会旅費補助廃止）

一部変更 平成１６年 ２月１５日改正 （全国大会への推薦数改定）

一部変更 平成１７年 ２月２０日改正 （賞の名称変更）

一部変更 平成１９年 ２月１９日改正 （ひまわり賞の基準改定）

一部変更 平成２４年 ５月１９日改正 （支部名称継続使用に伴う改定）

一部変更 平成２６年 ２月１６日改正 （全国大会の選考基準改定）

一部変更 平成２６年１１月２１日改正 （全国大会への推薦基準の追加）

一部変更 平成２７年 ２月１５日改正 平成２８年度大会から実施（全国大会推薦数の変更）


